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○ 

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削

り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

目
次 ［

第
一
編
・
第
二
編 

略
］ 

第
三
編 

保
険
募
集 

第
一
章 

［
略
］ 

第
二
章 

保
険
募
集
人
及
び
所
属
保
険
会
社
等 

第
一
節 

保
険
募
集
人
（
第
二
百
十
二
条
の
七―
第
二
百
十
五
条
の
四
） 

第
二
節 

［
略
］ 

［
第
三
章
～
第
五
章 

略
］ 

［
第
四
編
・
第
五
編 

略
］ 

附
則 

 

目
次 ［

第
一
編
・
第
二
編 

同
上
］ 

第
三
編 

［
同
上
］ 

第
一
章 

［
同
上
］ 

第
二
章 

［
同
上
］ 

第
一
節 

保
険
募
集
人
（
第
二
百
十
二
条
の
七―

第
二
百
十
五
条
の
二
） 

第
二
節 

［
同
上
］ 

［
第
三
章
～
第
五
章 

同
上
］ 

［
第
四
編
・
第
五
編 

同
上
］ 

附
則 

（
人
の
重
度
の
障
害
の
状
態
） 

第
一
条
の
二
の
三 

令
第
一
条
の
六
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

 

（
人
の
重
度
の
障
害
の
状
態
） 

第
一
条
の
二
の
三 

令
第
一
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

［
一
・
二 

同
上
］ 
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（
銀
行
等
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
際
の
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
） 

第
五
十
三
条
の
三
の
三 

保
険
会
社
は
銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
又
は
損

害
保
険
代
理
店
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
の
信
用
を
背

景
と
す
る
過
剰
な
保
険
募
集
に
よ
り
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切

な
運
営
及
び
公
正
な
保
険
募
集
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
銀
行
等
へ

の
委
託
（
法
第
二
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
委
託
を
含
む
。
第
五

十
三
条
の
八
、
第
五
十
三
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
五
十
三
条
の
十
三
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
関
し
て
方
針
を
定
め
る
こ
と
、
当
該
銀
行
等
の
保
険
募
集
の
状

況
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
銀
行
等
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
際
の
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
） 

第
五
十
三
条
の
三
の
三 

保
険
会
社
は
銀
行
等
で
あ
る
生
命
保
険
募
集
人
又
は
損

害
保
険
代
理
店
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
の
信
用
を
背

景
と
す
る
過
剰
な
保
険
募
集
に
よ
り
当
該
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切

な
運
営
及
び
公
正
な
保
険
募
集
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
銀
行
等
へ

の
委
託
（
法
第
二
百
七
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
委
託
を
含
む
。
第
五

十
三
条
の
八
及
び
第
五
十
三
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て

方
針
を
定
め
る
こ
と
、
当
該
銀
行
等
の
保
険
募
集
の
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る

こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
託
方
針
の
策
定
） 

第
五
十
三
条
の
十
三 

生
命
保
険
会
社
は
、
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人

（
生
命
保
険
募
集
人
の
う
ち
、
二
以
上
の
所
属
保
険
会
社
等
を
有
す
る
法
人
（

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
含

む
。
）
で
あ
っ
て
各
事
業
年
度
に
お
け
る
所
属
保
険
会
社
等
か
ら
保
険
募
集
の

業
務
（
法
第
二
百
九
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
業
務
を
い

う
。
第
五
十
三
条
の
十
四
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
百
三
十
三
条
の
五
第
一

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の

対
価
の
額
が
第
二
百
十
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
同
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
又
は
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
大
規
模

乗
合
生
命
保
険
募
集
人
に
よ
る
保
険
募
集
の
事
業
の
規
模
を
背
景
と
す
る
当
該

生
命
保
険
会
社
に
対
す
る
影
響
力
に
よ
り
当
該
生
命
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業
務
の
範
囲
） 

第
五
十
三
条
の
十
三 

法
第
百
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
業
務
は
、
保
険
会
社
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
（
以
下
「
保
険
関
連
業

務
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 
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か
つ
適
切
な
運
営
及
び
公
正
な
保
険
募
集
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

当
該
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
か
ら
第
二
百
十
五
条
の
四
第
一
項
第

八
号
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
特
定

大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
へ
の
委
託
に
関
し
て
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

損
害
保
険
会
社
は
、
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
（
法
第
二
百
九
十

四
条
の
四
に
規
定
す
る
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険

代
理
店
に
よ
る
保
険
募
集
の
事
業
の
規
模
を
背
景
と
す
る
当
該
損
害
保
険
会
社

に
対
す
る
影
響
力
に
よ
り
当
該
損
害
保
険
会
社
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運

営
及
び
公
正
な
保
険
募
集
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
該
特
定
大
規

模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
か
ら
第
二
百
二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
第
五
号
に

規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
特
定
大
規
模

乗
合
損
害
保
険
代
理
店
へ
の
委
託
に
関
し
て
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 
 

（
管
理
責
任
者
の
設
置
） 

第
五
十
三
条
の
十
三
の
二 

生
命
保
険
会
社
は
、
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募

集
人
に
保
険
募
集
を
行
わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募

集
人
の
業
務
の
適
切
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
生
命

保
険
募
集
人
か
ら
第
二
百
十
五
条
の
四
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
通
知
を
受

け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集

人
に
お
け
る
法
そ
の
他
保
険
募
集
に
係
る
法
令
等
（
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く

行
政
官
庁
の
処
分
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
遵
守
状
況
を
検
証
す

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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る
た
め
の
責
任
者
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
損
害
保
険
会
社
は
、
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
保
険
募
集
を
行

わ
せ
る
と
き
は
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
の
業
務
の
適
切
な

運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
か
ら
第
二

百
二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起

算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
お
け
る
法

そ
の
他
保
険
募
集
に
係
る
法
令
等
の
遵
守
状
況
を
検
証
す
る
た
め
の
責
任
者
を

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
） 

第
五
十
三
条
の
十
四 

保
険
会
社
は
、
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
親
金
融
機
関
等

（
法
第
百
条
の
二
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
子

金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い

、
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
保
険
関
連
業
務
（
法
第
百

条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
関
連
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 

略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

 
（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
） 

第
五
十
三
条
の
十
四 

保
険
会
社
は
、
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
親
金
融
機
関
等

（
法
第
百
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に

伴
い
、
当
該
保
険
会
社
又
は
そ
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う
保
険
関
連
業
務
に
係

る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
一
～
四 

同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

第
五
十
三
条
の
十
四
の
二 

損
害
保
険
会
社
は
、
対
象
保
険
募
集
人
（
当
該
損
害

保
険
会
社
を
所
属
保
険
会
社
等
と
す
る
兼
業
特
定
保
険
募
集
人
（
法
第
百
条
の

二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
兼
業
特
定
保
険
募
集
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
損
害

保
険
会
社
又
は
対
象
保
険
募
集
人
が
行
う
保
険
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
（
対
象

保
険
募
集
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
損
害
保
険
会
社
か
ら
委
託
を
受
け
た
業
務
に

係
る
顧
客
に
限
る
。
）
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に

掲
げ
る
措
置
（
当
該
対
象
保
険
募
集
人
か
ら
第
二
百
二
十
七
条
の
二
十
一
第
一

項
第
五
号
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日
（
当
該
損
害
保
険
会
社
を
所
属
保
険

会
社
等
と
す
る
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
が
新
た
に
兼
業
特
定
保
険

募
集
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
損
害
保
険
会
社

が
そ
の
事
実
を
知
っ
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

お
い
て
は
、
第
五
号
（
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
措
置
を

除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

対
象
保
険
募
集
人
が
行
う
保
険
募
集
の
業
務
以
外
の
業
務
（
次
条
に
規
定

す
る
業
務
に
限
る
。
第
百
三
十
三
条
の
五
第
一
項
第
一
号
、
第
二
百
二
十
七

条
の
二
十
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
百
二
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
第
六
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
当
該
業
務
に
関
し
て
当
該
損
害
保
険
会
社
が

次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
次
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
業
務
（
第

四
号
イ
及
び
第
五
号
イ
に
お
い
て
「
対
象
業
務
」
と
い
う
。
）
を
特
定
す
る

た
め
の
体
制
の
整
備 

二 

当
該
損
害
保
険
会
社
に
お
け
る
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
を
行
う
部

門
と
対
象
保
険
募
集
人
と
保
険
募
集
に
関
し
て
取
引
を
行
う
部
門
を
適
切
に

分
離
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
公

正
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

三 

前
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方

法
に
よ
る
公
表 
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四 

次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存 

イ 

第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
業
務
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置

に
係
る
記
録 

ロ 
第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
公

正
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録 

五 

対
象
保
険
募
集
人
が
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置 

イ 

対
象
業
務
に
関
し
て
当
該
対
象
保
険
募
集
人
が
講
ず
る
措
置
（
法
第
二

百
九
十
四
条
の
四
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
第
二
百
二
十
七
条
の
二
十

一
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状

況
を
監
視
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

ロ 

イ
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
監
視
に
よ
り
、
当
該
対
象
保
険
募
集
人
が

講
ず
る
措
置
の
適
切
性
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象

保
険
募
集
人
が
関
与
す
る
保
険
金
の
支
払
の
請
求
に
関
す
る
保
険
金
の
支

払
査
定
の
手
続
を
通
常
よ
り
も
厳
格
に
行
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
公
正
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た

め
の
体
制
の
整
備 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
並
び
に
そ
の
概
要
の

適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表 

ニ 

次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存 

⑴ 

イ
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
が

講
ず
る
措
置
の
状
況
を
監
視
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録 

⑵ 

ロ
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
公
正

か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録 



 

7 

２ 

前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
険
金
の
支
払
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
業
務
） 

第
五
十
三
条
の
十
四
の
三 

法
第
百
条
の
二
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
も
の
は
、
自
動
車
の
修
理
業
務
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
と
す
る

。 
 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
許
可
の
申
請
） 

第
百
十
七
条 

［
略
］ 

 

２ 

［
略
］ 

３ 

第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
は
、
別
紙
様
式
第
十
号
の
二
に
よ
り
作
成
し
た
保

険
仲
立
人
意
見
書
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
保
険
契
約
の
申
込
み
の
許
可
の
申
請
） 

第
百
十
七
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

［
項
を
加
え
る
。
］ 

 

［
条
を
削
る
。
］ 

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業
務
の
範
囲
） 

第
百
三
十
三
条
の
四 

法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
業
務
は
、
保
険
関
連
業
務
と
す
る
。 

 

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
） 

第
百
三
十
三
条
の
四 

外
国
保
険
会
社
等
は
、
当
該
外
国
保
険
会
社
等
又
は
そ
の

親
金
融
機
関
等
（
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等

を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
外
国
保
険
会
社
等
又
は
そ
の
子
金
融
機
関
等
が
行
う

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
） 

第
百
三
十
三
条
の
五 

外
国
保
険
会
社
等
は
、
当
該
外
国
保
険
会
社
等
又
は
そ
の

親
金
融
機
関
等
（
法
第
百
九
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条

第
三
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
外
国
保
険
会
社
等
又
は
そ
の
子
金
融
機
関
等
が
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保
険
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 

略
］ 

［
２
・
３ 
略
］ 

 

行
う
保
険
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 

同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

第
百
三
十
三
条
の
五 

外
国
損
害
保
険
会
社
等
は
、
対
象
保
険
募
集
人
（
当
該
外

国
損
害
保
険
会
社
等
を
所
属
保
険
会
社
等
と
す
る
兼
業
特
定
保
険
募
集
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
外
国
損
害

保
険
会
社
等
又
は
対
象
保
険
募
集
人
が
行
う
保
険
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
（
対

象
保
険
募
集
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
外
国
損
害
保
険
会
社
等
か
ら
委
託
を
受
け

た
業
務
に
係
る
顧
客
に
限
る
。
）
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
（
当
該
対
象
保
険
募
集
人
か
ら
第
二
百
二
十
七
条
の
二

十
一
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
日
（
当
該
外
国
損
害
保
険
会

社
等
を
所
属
保
険
会
社
等
と
す
る
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
が
新
た

に
兼
業
特
定
保
険
募
集
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
外
国
損
害
保
険
会
社
等
が
そ
の
事
実
を
知
っ
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
三
月
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
第
五
号
（
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
。
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

対
象
保
険
募
集
人
が
行
う
保
険
募
集
の
業
務
以
外
の
業
務
の
う
ち
、
当
該

業
務
に
関
し
て
当
該
外
国
損
害
保
険
会
社
等
が
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び

次
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
べ
き
業
務
（
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
イ
に
お

い
て
「
対
象
業
務
」
と
い
う
。
）
を
特
定
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

二 

当
該
外
国
損
害
保
険
会
社
等
に
お
け
る
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
を

行
う
部
門
と
対
象
保
険
募
集
人
と
保
険
募
集
に
関
し
て
取
引
を
行
う
部
門
を

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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適
切
に
分
離
す
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業

務
の
公
正
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

三 
前
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要
の
適
切
な
方

法
に
よ
る
公
表 

四 

次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存 

イ 

第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
業
務
を
特
定
す
る
た
め
の
措
置

に
係
る
記
録 

ロ 

第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
公

正
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録 

五 

対
象
保
険
募
集
人
が
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置 

イ 

対
象
業
務
に
関
し
て
当
該
対
象
保
険
募
集
人
が
講
ず
る
措
置
（
法
第
二

百
九
十
四
条
の
四
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
第
二
百
二
十
七
条
の
二
十

一
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
状

況
を
監
視
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

ロ 

イ
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
監
視
に
よ
り
、
当
該
対
象
保
険
募
集
人
が

講
ず
る
措
置
の
適
切
性
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象

保
険
募
集
人
が
関
与
す
る
保
険
金
の
支
払
の
請
求
に
関
す
る
保
険
金
の
支

払
査
定
の
手
続
を
通
常
よ
り
も
厳
格
に
行
う
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
公
正
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た

め
の
体
制
の
整
備 

ハ 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
並
び
に
そ
の
概
要
の

適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表 

ニ 

次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存 



 

10 

⑴ 

イ
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
が

講
ず
る
措
置
の
状
況
を
監
視
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録 

⑵ 

ロ
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
保
険
金
の
支
払
に
関
す
る
業
務
の
公
正

か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
係
る
記
録 

２ 

前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
ニ
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
百
六
十
条 

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
か
ら
第
五
十
三
条

の
三
の
三
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
四
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
の

六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
三
の
二
ま
で
、
第
五
十
四
条
の
四
か
ら
第
五
十
四
条

の
六
ま
で
及
び
第
五
十
九
条
の
六
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、
第

六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配
当

を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規
定

は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十

一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に
付

し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お

け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備
金

に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険

計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け

る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出
す

る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十

（
業
務
、
経
理
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
百
六
十
条 

第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
五
か
ら
第
五
十
三
条

の
三
の
三
ま
で
、
第
五
十
三
条
の
四
（
第
二
項
を
除
く
。
）
、
第
五
十
三
条
の

六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
ま
で
、
第
五
十
四
条
の
四
か
ら
第
五
十
四
条

の
六
ま
で
及
び
第
五
十
九
条
の
六
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
に
つ
い
て
、
第

六
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
契
約
者
配
当
を
行
う
場
合
に
つ
い
て

、
第
六
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
公
正
か
つ
衡
平
な
契
約
者
配
当

を
行
う
た
め
に
日
本
に
お
い
て
設
け
る
勘
定
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
の
規
定

は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
い
て
積
み
立
て
る
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
価
格
変
動
準
備
金
に
つ
い
て
、
第
七
十

一
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
を
再
保
険
に
付

し
た
場
合
に
つ
い
て
、
第
七
十
三
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
が
日
本
に
お

け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
支
払
備
金

に
つ
い
て
、
第
七
十
九
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
保
険

計
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
二
条
の
規
定
は
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け

る
保
険
計
理
人
が
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
に
提
出
す

る
意
見
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
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九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の
五
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十

七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、
第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
十
九
条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
百
条
の
二
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
二
第
一
項
」
と

、
同
項
第
一
号
中
「
第
七
十
四
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第

三
号
」
と
、
第
五
十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業

務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項

第
一
号
中
「
法
第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
九
十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ

る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支

店
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営
業
所
又
は
事

務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の

は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧

客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

業
務
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係

者
（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三

条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
（
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係

者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
四
第
三
項
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

九
条
中
「
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の
五
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
四
十

七
条
、
第
四
十
八
条
の
三
、
第
四
十
八
条
の
五
及
び
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
三
十
九
条
及
び
第
百
四
十
条
の
三
並
び
に
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

第
四
十
九
条
」
と
、
第
五
十
三
条
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に

お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
百
条
の
二
第
一
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
二
第
一
項
」
と

、
同
項
第
一
号
中
「
第
七
十
四
条
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
三
条
第

三
号
」
と
、
第
五
十
三
条
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業

務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
一
項

第
一
号
中
「
法
第
九
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
九
十
八
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
営
業
所
又
は
事
務
所
」
と
あ

る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
（
法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支

店
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
中
「
営
業
所
又
は
事

務
所
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
支
店
等
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
二
中
「
業
務
」
と
あ
る
の

は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧

客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
三
の
三
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

業
務
」
と
、
第
五
十
三
条
の
四
中
「
特
定
関
係
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係

者
（
法
第
百
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三

条
の
六
中
「
特
定
関
係
者
（
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
関
係

者
を
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
特
殊
関
係
者
」
と
、
「
同
条
第
三
項
」
と
あ

る
の
は
「
第
五
十
三
条
の
四
第
三
項
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
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お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

顧
客
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

る
保
険
業
に
係
る
保
険
で
あ
っ
て
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
及
び
第
五
十
三
条

の
八
の
二
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三

条
の
九
中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と

、
第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、

「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
中

「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客

」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「

保
険
契
約
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
等
」
と
、
第
五

十
三
条
の
十
一
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
十
一
の
三
中
「
業
務
の
う
ち
」
と
あ

る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
の
う
ち
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
中
「

保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
五
十
三

条
の
十
三
第
一
項
中
「
生
命
保
険
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
生
命
保
険
会
社

等
」
と
、
「
業
務
の
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
の
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
損
害
保
険
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
損
害
保
険
会
社
等
」
と
、
「

業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
三
の
二

第
一
項
中
「
生
命
保
険
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
生
命
保
険
会
社
等
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
損
害
保
険
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
損
害
保
険
会
社
等
」

と
、
第
五
十
四
条
の
四
か
ら
第
五
十
四
条
の
六
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
百
条
の

五
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
五
」

お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
七
第
一
項
中
「
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
又
は
第
九
十
九
条
」
と
、
「
業
務
」
と
あ
る

の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る

顧
客
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
で
あ
っ
て
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

る
保
険
業
に
係
る
保
険
で
あ
っ
て
」
と
、
第
五
十
三
条
の
八
及
び
第
五
十
三
条

の
八
の
二
中
「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三

条
の
九
中
「
資
金
需
要
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
資
金
需
要
者
」
と

、
第
五
十
三
条
の
十
中
「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、

「
顧
客
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
一
中

「
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
顧
客

」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
顧
客
」
と
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「

保
険
契
約
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
等
」
と
、
第
五

十
三
条
の
十
一
の
二
及
び
第
五
十
三
条
の
十
一
の
三
中
「
業
務
の
う
ち
」
と
あ

る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
業
務
の
う
ち
」
と
、
第
五
十
三
条
の
十
二
の
二
中
「

保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
五
十
四

条
の
四
か
ら
第
五
十
四
条
の
六
ま
で
の
規
定
中
「
法
第
百
条
の
五
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
条
の
五
」
と
、
「
保
険
契

約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
五
十
九
条
の
六

中
「
法
第
百
十
一
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
第
六
項
」
と
、
「
当
該
保
険
会
社
及
び
そ

の
子
会
社
等
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け

る
業
務
」
と
、
第
六
十
二
条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お

け
る
保
険
契
約
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
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と
、
「
保
険
契
約
者
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第

五
十
九
条
の
六
中
「
法
第
百
十
一
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
九
十
九

条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
一
条
第
六
項
」
と
、
「
当
該
保

険
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
外
国
保
険
会
社
等

の
日
本
に
お
け
る
業
務
」
と
、
第
六
十
二
条
本
文
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の

は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
保
険
契
約
者
」
と
あ

る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
三
十
条
の
三
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法

第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
毎
決
算
期
に

お
い
て
保
有
す
る
資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎

決
算
期
に
お
い
て
日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

の
規
定
中
「
帳
簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
決

算
期
の
帳
簿
価
額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は

「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
保
険
契
約
」
と

あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
「
保
険
金
等
」
と
あ
る
の
は
「

保
険
金
、
返
戻
金
そ
の
他
の
給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
二
条
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の

は
「
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条

」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
計
算
書
類

を
承
認
す
る
取
締
役
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の
提
出
期
限
の
三
週

間
前
ま
で
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
商
号

、
名
称
又
は
氏
名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十

九
条
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る

に
お
け
る
保
険
契
約
者
」
と
、
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
の

三
第
三
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八
十
七
条

第
三
項
第
二
号
」
と
、
第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
毎
決
算
期
に
お
い
て
保
有
す

る
資
産
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
に
お
い

て
日
本
に
お
け
る
資
産
」
と
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
帳

簿
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事
業
年
度
に
係
る
決
算
期
の
帳
簿
価

額
」
と
、
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け

る
保
険
契
約
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
保
険
契
約
」
と
あ
る
の
は
「
日

本
に
お
け
る
保
険
契
約
」
と
、
「
保
険
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
険
金
、
返
戻

金
そ
の
他
の
給
付
金
」
と
、
「
毎
決
算
期
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
に
お
け
る
事

業
年
度
に
係
る
毎
決
算
期
」
と
、
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
二
条
」

と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
八

十
七
条
第
三
項
第
四
号
」
と
、
第
七
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
五
十
七
条
」
と
、
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
計
算
書
類
を
承
認
す
る
取

締
役
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
報
告
書
の
提
出
期
限
の
三
週
間
前
ま
で
に
」

と
、
同
項
第
一
号
中
「
商
号
又
は
名
称
」
と
あ
る
の
は
「
商
号
、
名
称
又
は
氏

名
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
九
条
」
と
、
同

項
第
四
号
中
「
又
は
社
員
に
対
す
る
剰
余
金
の
分
配
に
関
す
る
事
項
」
と
あ
る

の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
六
十
四
条
第
一
項
の
契
約

者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配
当
準
備
金
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
」
と
、
同
項
第
六

号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
の
二
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る

代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 

14 

事
項
」
と
あ
る
の
は
「
に
関
す
る
事
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
六
十
四
条

第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
又
は
第
三
十
条
の
五
第
一
項
第
一
号
の
社
員
配

当
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
契
約
者
配
当
準
備
金
」

と
、
同
項
第
六
号
中
「
第
七
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
七
条
の

二
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
取
締
役
会
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
保
険
会
社
等
の

日
本
に
お
け
る
代
表
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

  

［
条
を
削
る
。
］ 

（
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
業
務
の
範
囲)

 

第
二
百
十
条
の
六
の
六 

法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
一
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
は
、
保
険
関
連
業
務
と
す
る
。 

 

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
） 

第
二
百
十
条
の
六
の
六 

保
険
持
株
会
社
は
、
そ
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
又

は
当
該
保
険
持
株
会
社
の
親
金
融
機
関
等
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
一
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を
い
う

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
保

険
会
社
又
は
当
該
子
金
融
機
関
等
が
行
う
保
険
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益

が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 

略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

 

（
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
） 

第
二
百
十
条
の
六
の
七 

保
険
持
株
会
社
は
、
そ
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
又

は
当
該
保
険
持
株
会
社
の
親
金
融
機
関
等
（
法
第
二
百
七
十
一
条
の
二
十
一
の

三
第
二
項
に
規
定
す
る
親
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
若
し
く
は
子
金
融
機
関
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
当
該
保
険
持

株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
保
険
会
社
又
は
当
該
保
険
持
株
会
社
の
子
金
融
機
関

等
が
行
う
保
険
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

［
一
～
四 

同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

第
二
百
十
条
の
六
の
七 

保
険
持
株
会
社
は
、
対
象
保
険
募
集
人
（
当
該
保
険
持

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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株
会
社
の
子
会
社
で
あ
る
損
害
保
険
会
社
を
所
属
保
険
会
社
等
と
す
る
兼
業
特

定
保
険
募
集
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴

い
、
当
該
損
害
保
険
会
社
又
は
対
象
保
険
募
集
人
が
行
う
保
険
関
連
業
務
に
係

る
顧
客
（
対
象
保
険
募
集
人
に
あ
っ
て
は
、
当
該
損
害
保
険
会
社
か
ら
委
託
を

受
け
た
業
務
に
係
る
顧
客
に
限
る
。
）
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
当
該
損
害
保
険
会
社
が
第
五
十
三
条
の
十
四
の
二
第
一
項
各
号
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
険
仲
立
人
等
が
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
外
国
保
険
会
社
等
以
外

の
外
国
保
険
業
者
に
係
る
保
険
契
約
） 

第
二
百
十
二
条
の
六 

令
第
三
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
保

険
契
約
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

四 

法
第
百
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
保
険
契
約 

 

（
保
険
仲
立
人
等
が
保
険
募
集
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
外
国
保
険
会
社
等
以
外

の
外
国
保
険
業
者
に
係
る
保
険
契
約
） 

第
二
百
十
二
条
の
六 

［
同
上
］ 

 

［
一
～
三 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

（
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
の
要
件
） 

第
二
百
十
五
条
の
三 

令
第
四
十
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
二

十
億
円
（
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
億
円
）
と
す

る
。 

２ 

令
第
四
十
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

当
該
生
命
保
険
募
集
人
が
損
害
保
険
代
理
店
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
判
定
事

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
二
以
上
の
所
属
生
命
保
険
会
社
等
（
所
属

保
険
会
社
等
の
う
ち
生
命
保
険
会
社
又
は
外
国
生
命
保
険
会
社
等
を
い
う
。

同
号
、
第
二
百
二
十
七
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
ロ
及
び
第
二
百
三
十
六
条

の
二
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
保
険
募
集
の
業
務
（
法
第
二
百
九
十

四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
業
務
を
い
う
。
以
下
こ
の
編
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
（
次

号
に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
額
が
前
項
に
規
定
す
る
額
以
上

で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
生
命
保
険
募
集
人
が
損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

判
定
事
業
年
度
に
お
け
る
二
以
上
の
所
属
生
命
保
険
会
社
等
か
ら
保
険
募
集

の
業
務
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
等
の
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ

、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
総
額
が
前
項
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

イ 

当
該
手
数
料
等
の
額 

ロ 

判
定
事
業
年
度
に
お
け
る
二
以
上
の
所
属
損
害
保
険
会
社
等
（
所
属
保

険
会
社
等
の
う
ち
損
害
保
険
会
社
又
は
外
国
損
害
保
険
会
社
等
を
い
う
。

第
二
百
二
十
七
条
の
十
六
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
六
条
の
二
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
保
険
募
集
の
業
務
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
等

の
額 

３ 

当
該
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）

に
係
る
判
定
事
業
年
度
に
お
い
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
生
命
保

険
募
集
人
は
、
対
象
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
及
び
翌
々
事
業
年
度
に
係
る
各

判
定
事
業
年
度
に
お
い
て
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
と
き
（
当
該
翌
々
事
業
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年
度
に
係
る
判
定
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
翌
事
業
年
度
に
係
る
判
定
事

業
年
度
に
お
い
て
同
号
ロ
に
該
当
し
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
各
判
定
事

業
年
度
に
お
い
て
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
の
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
） 

第
二
百
十
五
条
の
四 

令
第
四
十
条
に
規
定
す
る
法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
各
号

に
掲
げ
る
措
置
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に

掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

一 

保
険
募
集
の
業
務
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
ご
と
に
、
当
該
営
業
所
又

は
事
務
所
に
お
い
て
保
険
募
集
の
業
務
を
行
う
役
員
又
は
使
用
人
に
対
し
、

こ
れ
ら
の
者
が
法
令
等
（
法
令
、
法
令
に
基
づ
く
行
政
官
庁
の
処
分
又
は
定

款
そ
の
他
の
規
則
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
遵
守
し
て
保
険
募

集
の
業
務
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
助
言
又
は
指
導
を
行
う
者
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
法
令
等
遵
守
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
、
次
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
り
設
置
す
る
こ
と
。 

イ 

新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
法
令
等
遵
守
責
任
者
を
設
置
す
る
こ
と

。 

ロ 

法
令
等
遵
守
責
任
者
と
し
て
設
置
し
た
者
が
欠
け
る
に
至
っ
た
と
き
は

、
当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
新
た
に
法
令
等

遵
守
責
任
者
を
設
置
す
る
こ
と
。 

ハ 

法
令
等
遵
守
責
任
者
は
、
そ
の
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能

力
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

法
令
等
遵
守
責
任
者
は
、
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
法
令
等
遵
守
責

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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任
者
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
法
令
等
遵
守
責
任
者
と
し
て
の
業
務
の
実

施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
に
、
前
号
に
規
定
す
る
法
令
等
遵
守
責
任
者
を

指
揮
す
る
と
と
も
に
、
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
の
役
員
又
は
使

用
人
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
法
令
等
を
遵
守
し
て
保
険
募
集
の
業
務
を
実

施
す
る
た
め
必
要
な
助
言
又
は
指
導
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

統
括
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
こ

と
。 

イ 

新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
統
括
責
任
者
を
設
置
す
る
こ
と
。 

ロ 

統
括
責
任
者
と
し
て
設
置
し
た
者
が
欠
け
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該

事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
新
た
に
統
括
責
任
者
を

設
置
す
る
こ
と
。 

ハ 

統
括
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ

る
こ
と
。 

⑴ 

統
括
責
任
者
と
し
て
の
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を

有
す
る
こ
と
。 

⑵ 

統
括
責
任
者
と
し
て
の
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
管

理
的
又
は
監
督
的
地
位
に
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

保
険
募
集
に
現
に
従
事
し
て
い
な
い
こ
と
。 

⑷ 

前
号
又
は
第
二
百
二
十
七
条
の
十
七
に
規
定
す
る
法
令
等
遵
守
責
任

者
で
な
い
こ
と
。 

三 

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
行
う
保
険
募
集
の
業
務
に
係
る
苦
情

の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
を
確
保
す
る
こ
と
。 
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イ 

苦
情
の
適
切
か
つ
迅
速
な
処
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
と
し

て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

⑴ 

苦
情
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
苦
情
に
係
る
事
項

の
原
因
を
究
明
す
る
こ
と
。 

⑵ 
⑴
の
規
定
に
よ
る
原
因
の
究
明
の
結
果
に
基
づ
き
、
改
善
が
必
要
な

場
合
に
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

⑶ 

苦
情
を
申
し
立
て
た
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
⑴
の
規
定

に
よ
る
原
因
の
究
明
の
結
果
及
び
⑵
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ

い
て
説
明
を
行
う
こ
と
。 

⑷ 

苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
し
、
そ
の
連
絡
先
を
公
表

す
る
こ
と
。 

ロ 

イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
規
定
に
よ
り
苦
情
を
処
理
し
た
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保

存
す
る
こ
と
。 

⑴ 

苦
情
を
申
し
立
て
た
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
（
氏
名
又
は
連
絡
先
が

明
ら
か
で
な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
） 

⑵ 

苦
情
を
受
け
付
け
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
苦
情
を
受
け
付
け
た
者

の
氏
名 

⑶ 

苦
情
の
内
容 

⑷ 

苦
情
に
係
る
事
項
の
原
因
の
究
明
の
た
め
の
調
査
の
内
容
及
び
結
果 

⑸ 

苦
情
の
受
付
か
ら
申
し
立
て
た
者
へ
の
説
明
に
至
る
ま
で
の
や
り
取

り
の
経
緯 

⑹ 

イ
⑵
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容 

⑺ 

イ
⑶
の
規
定
に
よ
り
苦
情
を
申
し
立
て
た
者
に
説
明
し
た
と
き
は
、
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当
該
者
に
説
明
し
た
内
容
及
び
日
時 

ハ 

イ
及
び
ロ
の
措
置
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
を
い
う
。
第
五
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
整
備

す
る
こ
と
。 

四 

保
険
募
集
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
保
険
募
集
に
係
る
保
険
契
約
の
引

受
け
を
行
う
保
険
会
社
の
商
号
又
は
名
称
の
明
示
、
保
険
契
約
の
締
結
に
当

た
り
顧
客
が
自
主
的
な
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
公
表
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

五 

保
険
募
集
の
業
務
に
係
る
内
部
監
査
を
定
期
的
に
行
う
た
め
の
責
任
者
の

設
置
、
社
内
規
則
等
の
整
備
そ
の
他
の
体
制
の
整
備 

六 

特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
の
役
員
又
は
使
用
人
に
よ
る
保
険
募

集
の
業
務
に
係
る
通
報
及
び
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
責
任

者
の
設
置
、
社
内
規
則
等
の
整
備
そ
の
他
の
体
制
の
整
備 

七 

特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
は
、
所
属
保
険
会
社
等
が
当
該
特
定

大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
に
委
託
す
る
業
務
に
お
い
て
発
生
し
た
不
祥

事
件
（
第
八
十
五
条
第
八
項
、
第
百
六
十
六
条
第
四
項
及
び
第
二
百
十
一
条

の
五
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
を
い
い
、
特
定
大
規
模
乗
合
生
命

保
険
募
集
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
発
生
し
た
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
所
属
保
険
会
社
等
が

第
八
十
五
条
第
一
項
第
二
十
五
号
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第

二
百
十
一
条
の
五
十
五
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
る
不
祥
事
件
の
届
出

を
行
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
所
属
保
険
会
社
等
を

除
く
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
の
所
属
保
険
会
社
等
（
以
下
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こ
の
号
に
お
い
て
「
非
届
出
所
属
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
全
て
に
対

し
て
、
当
該
不
祥
事
件
の
概
要
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
非
届
出
所
属

保
険
会
社
等
が
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
に
委
託
す
る
業
務

に
お
い
て
、
当
該
不
祥
事
件
を

惹
起

じ
ゃ
っ
き

し
た
者
が
当
該
不
祥
事
件
と
類
似
の

不
祥
事
件
を
惹
起
し
た
疑
い
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
当
該
非
届
出
所

属
保
険
会
社
等
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
不
祥
事
件
を
惹
起
し
た
者
の
氏

名
及
び
役
職
名
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。 

八 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
旨

を
通
知
す
る
こ
と
。 

イ 

新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き 

当
該
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
の
全
て
の
所
属
保
険

会
社
等 

ロ 

特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集
人
が
新
た
に
所
属
保
険
会
社
等
を
有

す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き 

当
該
所
属
保
険
会
社
等 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
（
ロ
を
除
く
。
）
か
ら
第
六
号

ま
で
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
生
命
保
険
募
集

人
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
当
該
措
置
を
講

じ
な
く
て
も
よ
い
。 

 

（
変
更
等
の
届
出
） 

第
二
百
二
十
条 

法
第
二
百
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
届
出
書
を
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
変
更
等
の
届
出
） 

第
二
百
二
十
条 

［
同
上
］ 
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［
一
・
二 

略
］ 

三 

当
該
届
出
が
第
三
項
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合 

当
該
不
祥
事
件
の
概
要
そ
の
他
の
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書 

２ 

［
略
］ 

３ 

法
第
二
百
九
十
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は

、
不
祥
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
者
は
、
当
該
保
険
仲
立
人
と
す
る
。 

４ 

前
項
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
と
は
、
保
険
仲
立
人
で
あ
る
個
人
又
は
保
険
仲

立
人
で
あ
る
法
人
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
い
う
。 

一 

保
険
仲
立
人
の
業
務
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
の
詐
欺
、
横
領
、
背
任
そ
の

他
の
犯
罪
行
為 

二 

出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
に
違
反

す
る
行
為 

三 

法
第
二
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
二
百
九
十
四
条
の
二
若
し
く
は
第
三
百

条
第
一
項
の
規
定
、
法
第
三
百
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
金
融
商
品
取
引

法
第
三
十
八
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
若
し
く
は
第
九
号
若
し
く
は
第
三

十
九
条
第
一
項
の
規
定
若
し
く
は
第
二
百
三
十
四
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項

の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
法
第
三
百
七
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る

行
為 

四 

現
金
、
手
形
、
小
切
手
又
は
有
価
証
券
そ
の
他
有
価
物
の
紛
失
の
う
ち
、

保
険
仲
立
人
の
業
務
の
特
性
、
規
模
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
当
該
業
務

の
管
理
上
重
大
な
紛
失
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

五 

海
外
で
発
生
し
た
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
、

［
一
・
二 

同
上
］ 

［
号
を
加
え
る
。
］ 

 

２ 

［
同
上
］ 

［
項
を
加
え
る
。
］ 

  

［
項
を
加
え
る
。
］ 
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発
生
地
の
監
督
当
局
に
報
告
し
た
も
の 

六 

そ
の
他
保
険
仲
立
人
の
業
務
の
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
に
支
障
を
来
す
行

為
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
で
あ
っ
て
前
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
準
ず

る
も
の 

 

（
社
内
規
則
等
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
七 
保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
は
、
保
険
募
集
の
業
務

を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
の
内
容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知

識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う
目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の

顧
客
へ
の
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な
業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の

措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及

び
リ
ス
ク
の
説
明
並
び
に
顧
客
の
意
向
の
適
切
な
把
握
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
定
め
る
と
と
も

に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該
社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が

運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
社
内
規
則
等
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
七 

保
険
募
集
人
又
は
保
険
仲
立
人
は
、
保
険
募
集
の
業
務

（
法
第
二
百
九
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
募
集
の
業
務
を
い
う
。

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
営
む
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
業
務
の
内

容
及
び
方
法
に
応
じ
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
取
引
を
行
う

目
的
を
踏
ま
え
た
重
要
な
事
項
の
顧
客
へ
の
説
明
そ
の
他
の
健
全
か
つ
適
切
な

業
務
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
書
面
の
交
付
そ
の
他
の
適
切
な
方
法

に
よ
る
商
品
又
は
取
引
の
内
容
及
び
リ
ス
ク
の
説
明
並
び
に
顧
客
の
意
向
の
適

切
な
把
握
並
び
に
犯
罪
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
含
む
。
）
に
関
す
る
社
内

規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
定
め
る
と
と
も
に
、
従
業
員
に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の
当
該

社
内
規
則
等
に
基
づ
い
て
業
務
が
運
営
さ
れ
る
た
め
の
十
分
な
体
制
を
整
備
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
の
要
件
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
十
六 

法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
額
は
、
二
十
億
円
（
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
十
億
円
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の

 
［
条
を
加
え
る
。
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各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

当
該
損
害
保
険
代
理
店
が
生
命
保
険
募
集
人
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
判
定
事

業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
二
以
上
の
所
属
損
害
保
険
会
社
等
か
ら
保

険
募
集
の
業
務
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
（
同
号

に
お
い
て
「
手
数
料
等
」
と
い
う
。
）
の
額
が
前
項
に
規
定
す
る
額
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
損
害
保
険
代
理
店
が
生
命
保
険
募
集
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

判
定
事
業
年
度
に
お
け
る
二
以
上
の
所
属
損
害
保
険
会
社
等
か
ら
保
険
募
集

の
業
務
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
等
の
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
り
、
か
つ

、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
総
額
が
前
項
に
規
定
す
る
額
以
上
で
あ
る

こ
と
。 

イ 

当
該
手
数
料
等
の
額 

ロ 

判
定
事
業
年
度
に
お
け
る
二
以
上
の
所
属
生
命
保
険
会
社
等
か
ら
保
険

募
集
の
業
務
に
関
し
て
受
領
し
た
手
数
料
等
の
額 

３ 

当
該
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）

に
係
る
判
定
事
業
年
度
に
お
い
て
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
損
害
保

険
代
理
店
は
、
対
象
事
業
年
度
の
翌
事
業
年
度
及
び
翌
々
事
業
年
度
に
係
る
各

判
定
事
業
年
度
に
お
い
て
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
と
き
（
当
該
翌
々
事
業

年
度
に
係
る
判
定
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
当
該
翌
事
業
年
度
に
係
る
判
定
事

業
年
度
に
お
い
て
同
号
ロ
に
該
当
し
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
当
該
各
判
定
事

業
年
度
に
お
い
て
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。 
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（
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
お
け
る
法
令
等
遵
守
責
任
者
の
設
置

） 
第
二
百
二
十
七
条
の
十
七 

特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
は
、
法
令
等
遵

守
責
任
者
（
法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
法
令
等
遵
守
責
任

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ

ろ
に
よ
り
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
法
令
等
遵
守
責
任
者
を
設
置
す
る
こ
と
。 

二 

法
令
等
遵
守
責
任
者
と
し
て
設
置
し
た
者
が
欠
け
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

当
該
事
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
新
た
に
法
令
等
遵
守

責
任
者
を
設
置
す
る
こ
と
。 

三 

法
令
等
遵
守
責
任
者
は
、
そ
の
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力

を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

四 

法
令
等
遵
守
責
任
者
は
、
他
の
営
業
所
又
は
事
務
所
の
法
令
等
遵
守
責
任

者
で
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
法
令
等
遵
守
責
任
者
と
し
て
の
業
務
の
実
施
に

支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
お
け
る
統
括
責
任
者
の
設
置
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
十
八 

特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
は
統
括
責
任
者

（
法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
第
二
号
の
助
言
又
は
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た

日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
統
括
責
任
者
を
設
置
す
る
こ
と
。 

 

［
条
を
加
え
る
。
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二 

統
括
責
任
者
と
し
て
設
置
し
た
者
が
欠
け
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該
事

由
が
発
生
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内
に
新
た
に
統
括
責
任
者
を
設
置

す
る
こ
と
。 

三 

統
括
責
任
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。 

イ 

統
括
責
任
者
と
し
て
の
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有

す
る
こ
と
。 

ロ 

統
括
責
任
者
と
し
て
の
業
務
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
管
理

的
又
は
監
督
的
地
位
に
あ
る
こ
と
。 

ハ 

保
険
募
集
に
現
に
従
事
し
て
い
な
い
こ
と
。 

ニ 

第
二
百
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
又
は
前
条
に
規
定
す
る
法
令
等
遵

守
責
任
者
で
な
い
こ
と
。 

 

（
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
お
け
る
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
措
置

） 

第
二
百
二
十
七
条
の
十
九 

法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
ロ
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

苦
情
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
苦
情
に
係
る
事
項
の
原

因
を
究
明
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
規
定
に
よ
る
原
因
の
究
明
の
結
果
に
基
づ
き
、
改
善
が
必
要
な
場

合
に
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

三 

苦
情
を
申
し
立
て
た
者
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
原
因
の
究
明
の
結
果
及
び
前
号
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
に
つ
い

て
説
明
を
行
う
こ
と
。 

  

［
条
を
加
え
る
。
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四 

苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
の
窓
口
を
設
置
し
、
そ
の
連
絡
先
を
公
表
す
る

こ
と
。 

２ 
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
は
、
前
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
苦
情
を

処
理
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
し
、
そ
の
作

成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

苦
情
を
申
し
立
て
た
者
の
氏
名
及
び
連
絡
先
（
氏
名
又
は
連
絡
先
が
明
ら

か
で
な
い
場
合
は
、
そ
の
旨
） 

二 

苦
情
を
受
け
付
け
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
苦
情
を
受
け
付
け
た
者
の
氏

名 

三 

苦
情
の
内
容 

四 

苦
情
に
係
る
事
項
の
原
因
の
究
明
の
た
め
の
調
査
の
内
容
及
び
結
果 

五 

苦
情
の
受
付
か
ら
申
し
立
て
た
者
へ
の
説
明
に
至
る
ま
で
の
や
り
取
り
の

経
緯 

六 

前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
講
じ
た
措
置
の
内
容 

七 

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
苦
情
を
申
し
立
て
た
者
に
説
明
し
た
と
き
は

、
当
該
者
に
説
明
し
た
内
容
及
び
日
時 

３ 

特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
は
、
前
二
項
の
措
置
に
関
す
る
社
内
規

則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
を
整
備
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
及
び
前
項
の
措
置
に
あ

っ
て
は
、
新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
よ
い
。 

 

（
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
お
け
る
保
険
募
集
の
業
務
以
外
の
業
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務
に
よ
り
顧
客
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
二
十 

法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

一 

対
象
業
務
（
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
が
行
う
保
険
募
集

の
業
務
以
外
の
業
務
（
保
険
金
の
支
払
の
請
求
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
次

条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
特
定
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

二 

対
象
業
務
が
そ
の
所
属
保
険
会
社
等
に
よ
る
保
険
金
の
支
払
に
不
当
な
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適
切
に
監
視
す
る
こ
と
。 

三 

前
号
の
監
視
の
た
め
の
責
任
者
の
設
置
、
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
）
の
整
備
そ
の
他
の
体
制
の
整
備 

四 

対
象
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合
は
、
そ
の
委
託
先
の
監
督

に
際
し
て
、
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
又
は
そ
の
所
属
保
険

会
社
等
が
行
う
保
険
関
連
業
務
に
係
る
顧
客
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ

と
を
防
止
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備 

五 

第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の

概
要
の
適
切
な
方
法
に
よ
る
公
表 

六 

次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存 

イ 

第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
業
務
の
特
定
に
係
る
記
録 

ロ 

第
二
号
の
対
象
業
務
の
監
視
に
係
る
記
録 

ハ 

第
三
号
及
び
第
四
号
の
体
制
の
整
備
に
係
る
記
録 

２ 

前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
（
第
六
号
を
除
く
。
）
の
措
置
に
あ

 

［
条
を
加
え
る
。
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っ
て
は
、
新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
当
該
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
よ
い
。 

 

（
そ
の
他
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
の
業
務
運
営
に
関
す
る
措
置
） 

第
二
百
二
十
七
条
の
二
十
一 

法
第
二
百
九
十
四
条
の
四
第
五
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。 

一 

保
険
募
集
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
、
保
険
募
集
に
係
る
保
険
契
約
の
引

受
け
を
行
う
保
険
会
社
の
商
号
又
は
名
称
の
明
示
、
保
険
契
約
の
締
結
に
当

た
り
顧
客
が
自
主
的
な
判
断
を
行
う
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報
の
提

供
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
公
表
し
、
そ
の
実
施
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

保
険
募
集
の
業
務
に
係
る
内
部
監
査
を
定
期
的
に
行
う
た
め
の
責
任
者
の

設
置
、
社
内
規
則
等
（
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
次

号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
整
備
そ
の
他
の
体
制
の
整
備 

三 

特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
の
役
員
又
は
使
用
人
に
よ
る
保
険
募

集
の
業
務
に
係
る
通
報
及
び
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
責
任

者
の
設
置
、
社
内
規
則
等
の
整
備
そ
の
他
の
体
制
の
整
備 

四 

特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
は
、
所
属
保
険
会
社
等
が
当
該
特
定

大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
委
託
す
る
業
務
に
お
い
て
発
生
し
た
不
祥

事
件
（
第
八
十
五
条
第
八
項
、
第
百
六
十
六
条
第
四
項
及
び
第
二
百
十
一
条

の
五
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
不
祥
事
件
を
い
い
、
特
定
大
規
模
乗
合
損
害

保
険
代
理
店
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
発
生
し
た
も
の
に
限
る

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
所
属
保
険
会
社
等
が

第
八
十
五
条
第
一
項
第
二
十
五
号
、
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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二
百
十
一
条
の
五
十
五
第
一
項
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
る
不
祥
事
件
の
届
出

を
行
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
所
属
保
険
会
社
等
を

除
く
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
の
所
属
保
険
会
社
等
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
非
届
出
所
属
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
全
て
に
対

し
て
、
当
該
不
祥
事
件
の
概
要
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
非
届
出
所
属

保
険
会
社
等
が
当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
委
託
す
る
業
務

に
お
い
て
、
当
該
不
祥
事
件
を
惹
起
し
た
者
が
当
該
不
祥
事
件
と
類
似
の
不

祥
事
件
を
惹
起
し
た
疑
い
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
当
該
非
届
出
所
属

保
険
会
社
等
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
当
該
不
祥
事
件
を
惹
起
し
た
者
の
氏
名

及
び
役
職
名
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。 

五 

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め

る
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
で
あ
る
旨

を
通
知
す
る
こ
と
。 

イ 

新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き 

当
該
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
の
全
て
の
所
属
保
険

会
社
等 

ロ 

特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
が
新
た
に
所
属
保
険
会
社
等
を
有

す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き 

当
該
所
属
保
険
会
社
等 

六 

兼
業
特
定
保
険
募
集
人
で
あ
る
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
に
あ

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置 

イ 

保
険
募
集
の
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
内
部
監
査
を
定
期
的
に
行
う
た

め
の
責
任
者
の
設
置
、
社
内
規
則
等
の
整
備
そ
の
他
の
体
制
の
整
備 

ロ 

特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店
の
役
員
又
は
使
用
人
に
よ
る
保
険

募
集
の
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
通
報
及
び
相
談
に
応
じ
、
適
切
に
対
応
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す
る
た
め
の
責
任
者
の
設
置
、
社
内
規
則
等
の
整
備
そ
の
他
の
体
制
の
整

備 
２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。

）
に
掲
げ
る
措
置
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
特
定
大
規
模
乗
合
損
害
保
険
代
理
店

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
間
は
、
当
該
措
置
を
講
じ

な
く
て
も
よ
い
。 

 

（
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
） 

第
二
百
三
十
二
条
の
二 

法
第
三
百
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
八
号
、
第
三
百
一

条
各
号
並
び
に
第
三
百
一
条
の
二
各
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
密
接

な
関
係
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

一 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
（
法
人
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
員
又
は
使
用
人
（
当
該
法
人
と
実
質
的
に
同
一

と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
） 

二 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
子
法
人
等 

三 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
子
法
人
等
（
令
第
十
三
条
の
五
の
二

第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
子
法
人
等
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
次
号
及

び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
親
法
人
等
（
同
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
親
法
人
等
と
み
な
さ
れ
る
者
を
除
く
。
次
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ

。
） 

四 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
子
法
人
等
と
す
る
親
法
人
等
の
親
法

人
等 

五 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
子
法
人
等
と
す
る
親
法
人
等
の
子
法

人
等
（
当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
を
除
く
。
） 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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六 

当
該
保
険
契
約
者
又
は
被
保
険
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十

を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
個
人
（
第
一
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

 
（
規
模
が
大
き
い
特
定
保
険
募
集
人
） 

第
二
百
三
十
六
条
の
二 

法
第
三
百
三
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

は
、
毎
事
業
年
度
末
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す

る
。 

一 

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

所
属
生
命
保
険
会
社
等
の
数
が
十
五
以
上
で
あ
る
も
の 

ロ 

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
二
以
上
の
所
属
生
命
保
険
会
社
等
か
ら
受
け

た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
の
総
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
も

の 

二 

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

所
属
損
害
保
険
会
社
等
の
数
が
十
五
以
上
で
あ
る
も
の 

ロ 

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
二
以
上
の
所
属
損
害
保
険
会
社
等
か
ら
受
け

た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
の
総
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
も

の 

三 

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

所
属
保
険
会
社
等
の
う
ち
少
額
短
期
保
険
業
者
（
ロ
に
お
い
て
「
所
属

少
額
短
期
保
険
業
者
」
と
い
う
。
）
の
数
が
十
五
以
上
で
あ
る
も
の 

ロ 

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
二
以
上
の
所
属
少
額
短
期
保
険
業
者
か
ら
受

け
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
の
総
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
る

も
の 

 

（
規
模
が
大
き
い
特
定
保
険
募
集
人
） 

第
二
百
三
十
六
条
の
二 

［
同
上
］ 

  

一 

所
属
保
険
会
社
等
の
う
ち
生
命
保
険
会
社
及
び
外
国
生
命
保
険
会
社
等
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
所
属
生
命
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
数
が
十

五
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
二
以
上
の
所
属
生
命
保

険
会
社
等
か
ら
受
け
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
の
総
額
が
十
億

円
以
上
で
あ
る
も
の
。 

二 

所
属
保
険
会
社
等
の
う
ち
損
害
保
険
会
社
及
び
外
国
損
害
保
険
会
社
等
（

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
所
属
損
害
保
険
会
社
等
」
と
い
う
。
）
の
数
が
十

五
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
二
以
上
の
所
属
損
害
保

険
会
社
等
か
ら
受
け
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
の
総
額
が
十
億

円
以
上
で
あ
る
も
の
。 

三 

所
属
保
険
会
社
等
の
う
ち
少
額
短
期
保
険
業
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
所
属
少
額
短
期
保
険
業
者
」
と
い
う
。
）
の
数
が
十
五
以
上
で
あ
る
も
の

又
は
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
二
以
上
の
所
属
少
額
短
期
保
険
業
者
か
ら
受

け
た
手
数
料
、
報
酬
そ
の
他
の
対
価
の
額
の
総
額
が
十
億
円
以
上
で
あ
る
も

の
。 
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別紙様式第９号（第 117 条第１項関係）   （日本産業規格Ａ４） 

日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

特定生命保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日  

金融庁長官 殿 

住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

商号又は名称 

氏名 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

  保険業法第 186 条第２項及び保険業法施行規則第 117 条第

１項の規定により、下記の内容の特定生命保険契約の申込み

の許可を申請します。 

記 

［１～15 略］ 

（備考） 

［１～５ 略］ 

 

別紙様式第９号（第 117 条関係）      （日本産業規格Ａ４） 

日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

特定生命保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日  

金融庁長官 殿 

住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

商号又は名称 

氏名 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

  保険業法第 186 条第２項及び同法施行規則第 117 条の規定

により、下記の内容の特定生命保険契約の申込みの許可を申

請します。 

記 

［１～15 同左］ 

（備考） 

［１～５ 同左］ 

 

別紙様式第 10 号（第 117 条第１項関係）  （日本産業規格Ａ４） 

 日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

特定損害保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日  

金融庁長官 殿 

住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

商号又は名称 

別紙様式第 10 号（第 117 条関係）       （日本産業規格Ａ４） 
 

日本に支店等を設けない外国保険業者に対する 

特定損害保険契約の申込みの許可申請書 

年  月  日  

金融庁長官 殿 

住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

商号又は名称 
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氏名 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

  保険業法第 186 条第２項及び保険業法施行規則第 117 条第

１項の規定により、下記の内容の特定損害保険契約の申込み

の許可を申請します。 

記 

［１～14 略］ 

 （備考） 

［１～４ 略］ 

 

氏名 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

  保険業法第 186 条第２項及び同法施行規則第 117 条の規定

により、下記の内容の特定損害保険契約の申込みの許可を申

請します。 

記 

［１～14 同左］ 
 

（備考） 

［１～４ 同左］ 

 

別紙様式第 10 号の２（第 117 条第３項関係）（日本産業規格Ａ４）  
保険仲立人意見書 
（日本に支店等を設けない外国保険業者に対する

保険契約の申込みの許可申請用） 

  年  月  日  

金融庁長官 殿 

意見者 登録番号   財務（支）局長 第  号 

住所 

商号又は名称 

氏名 

（法人等にあっては、代表者又は管理人の

氏名） 

下記申請者の保険契約に係る  年  月  日付けの許

可申請について、下記のとおり、保険業法第 186 条第３項各

［様式を加える。］ 
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号に該当しない旨、意見いたします。 

記 

１ 申請者 

 ⑴ 住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 

⑵ 商号又は名称 

⑶ 氏名 

（法人等にあっては、代表者の氏名） 

２ 保険業法第 186 条第３項各号に該当しない理由 
第１号事由  

第２号事由  

第３号事由  

第４号事由  

第５号事由  

      
（備考） 

１ 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、氏名を記載する

欄に括弧書で併せて記載することができる。 

２ 申請者が外国人又は外国法人であって、日本に居所又は事

務所を有する場合には、そのうち主たるものを付記するこ

と。 

３ 保険金その他の給付金の額及び保険料を記載する場合に

は、いずれの国の通貨による表示であるかを明記し、外貨表

示である場合にはその邦貨換算額を、また、外貨表示であっ

ても保険金その他の給付金が邦貨で支払われる場合又は邦貨



 

3
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表示であっても保険金その他の給付金が外貨で支払われる場

合には、その旨をそれぞれ付記すること。 

 

 



 

3
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別紙様式第25号の２（第238条第１項関係）（法人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿 

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

商号又は名称                 

代表者又は管理人の氏名           

１．事業概要 

⑴ 保険代理店登録年月日 

［略］ 

（記載上の注意） 

 １．法第 276 条の規定による登録を受けた日を記載すること。 

２．該当しないものについては、空欄とすること。 

⑵ 代理申請会社（業者）名 

 ［略］ 

 （記載上の注意） 

   該当しないものについては、空欄とすること。 

⑶ 「特定大規模乗合生命保険募集人」及び「特定大規模乗合損害保険代理

店」への該当状況（直近３か年度） 

区分 
該当 

年度 年度 年度 

特定大規模乗合生命保険募集人       

特定大規模乗合損害保険代理店       

（記載上の注意） 
「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

⑷ 専業・兼業業務の状況 

ア．専業・兼業の別 

別紙様式第25号の２（第238条第１項関係）（法人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿  

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

商号又は名称                 

代表者又は管理人の氏名           

１．事業概要 

⑴ 保険代理店登録年月日 

［同左］ 

［加える。］ 

 

 

⑵ 代理申請会社（業者）名 

［同左］ 

［加える。］ 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 専業・兼業の状況 

［加える。］ 
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専業・兼業の別 該当 
専業  
兼業  

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．日本標準産業分類の中分類における、保険業の業種のみに該当する場

合には、「専業」とすること。 

イ．兼業特定保険募集人の該当の有無 

兼業特定保険募集

人の該当の有無 
該当 

有の場合には、兼業業務を適切に監視

するための体制の整備状況 

有 

 
  

無 
 

  

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．「兼業特定保険募集人」に該当する場合には、「兼業業務を適切に監

視するための体制の整備状況」を必ず記載すること。ただし、兼業業務

の監視に関する社内規則等又は「兼業業務を適切に監視するための体制

の整備状況」を記載した書面がある場合には、その書面の添付をもって

「兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況」の記載を省略する

ことができる。 

ウ．兼業特定保険募集人に係る兼業業務以外の兼業業務を行う場合 

兼業する業種名 兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況 

    

（記載上の注意） 

１．ア．において「兼業」に該当する場合には、記載すること。ただし、

イ．に記載するものは除く。 

２．「兼業する業種名」は、日本標準産業分類の中分類に基づき記載する

専業・兼業の別 該当 兼業の場合には、主たる業種名 
専業   
兼業   

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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こと。 

３．兼業する業種が複数ある場合には、行を追加してそのうち主な兼業す

る業種名について３業種まで記載すること。 

４．「兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況」については、体

制整備を行っている場合のみ記載すること。 

５．兼業業務の監視に関する社内規則等又は「兼業業務を適切に監視する

ための体制の整備状況」を記載した書面がある場合には、その書面の添

付をもって「兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況」の記載

を省略することができる。 

⑸・⑹ ［略］ 

⑺ 役員及び使用人の状況 

ア．法人における役員及び使用人の人数 

役 員   

 

合 計 
常 勤 非常勤 小 計 

 

うち、保険

会社等の職

務経験者 

使用人 うち、短時

間・嘱託・契

約社員 

名 名 名 名 名 名 名 

（記載上の注意） 

 １．当年度末の状況を記載すること。 

２．該当する者がいないものについては、空欄とすること。 

イ．保険募集を行う者として登録又は届出をしている人数 

［略］ 

⑻ 保険募集に係る募集人の給与・報酬の形態 

 
 

 

（記載上の注意） 

 販売する商品等によって給与・報酬の形態が異なる場合、又は固定給及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷・⑸ ［同左］ 

⑹ 役員及び使用人の状況 

ア．法人における役員及び使用人の人数 

役 員  

合 計 
常 勤 非常勤 小 計 

使用人 うち、短時間・

嘱託・契約社員 

名 名 名 名 名 名 

 

 

［加える。］ 

 

 

イ．保険募集を行う者として登録又は届出をしている人数 

［同左］ 
⑺ 保険募集に係る募集人の給与・報酬の形態 

給与・報酬の形態 該当 

１ 固定給  

２ 歩合制  

３ 固定給＋歩合制  

４ その他  

（記載上の注意） 

 「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 
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び歩合制のいずれも採用している等複数の給与・報酬の形態を採用してい

る場合には、その割合を含めて詳細に記載すること。 

⑼ 会社業績の状況（直近３か年度）          （単位：千円） 

［表略］ 

（記載上の注意） 

１．区分欄の各項目の数値を記載した書面がある場合には、その書面の添

付をもって各項目の記載を省略することができる。 

２．単位未満は切り捨てる。 

⑽ ［略］ 

⑾ 保険募集におけるフランチャイズ制の実施状況等 

ア．フランチャイズ制 

① フランチャイズ制の有無 

フランチャイズ制の有無 該当 

有   

無   

 

（記載上の注意） 

［略］ 

② フランチャイズ事業の概要 

 

 

（記載上の注意） 

フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

③ フランチャイジー 

 フランチャイ

ジーの名称 
加盟店の名称 所在地 

募集手数料（基本・

継続・品質含む） 

（百万円） 

1         

2         

3         

     

 

 

⑻ 会社業績の状況                  （単位：千円） 

［同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

⑼ ［同左］ 

⑽ 保険募集人指導事業の実施状況等 

ア．保険募集人指導事業の実施状況 

［加える。］ 

保険募集人指

導事業の有無 
該当 有の場合には、事業概要 

有 
  

 

無   

（記載上の注意） 

［同左］ 

［加える。］ 

 

  

 

 

［加える。］ 
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4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

（記載上の注意） 

１．フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

２．「募集手数料」については、把握している場合のみ記載すること。 

３．フランチャイズ事業として、保険募集業務を行っているフランチャイ

ジーのみ記載すること。 

４．当年度末における全てのフランチャイジー・加盟店の状況を記載する

こと。フランチャイジー・加盟店の数が11以上ある場合には、行を追加

して記載すること。ただし、記入欄の各項目を記載した書面がある場合

には、その書面の添付をもって各項目の記載を省略することができる。 

５．金額欄は当年度分を記入し、単位未満は切り捨てる。 

④ フランチャイザー 

フランチャイザーの名称 所在地 

      
（記載上の注意） 

フランチャイジーに該当する場合のみ記載すること。 

［削る。］ 

 

 

 

 

イ．フランチャイズ制の特性を踏まえた募集人等に対する教育・管理・指

導の状況 

① 教育・管理・指導に関する規程等の策定の有無 

［表略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

［加える。］ 

  

  

  

 

イ．加盟店数の推移の状況（直近３ヵ年度）  （単位：店） 

年度 年度 年度 

   

（記載上の注意） 

加盟店数は、全ての加盟店の数を記載すること。 

ウ．フランチャイズ制の特性を踏まえた募集人等に対する教育・管理・指

導の状況 

① 教育・管理・指導に関する規程等の策定の有無 

［同左］ 
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（記載上の注意） 

１．フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

２．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

② 規程等に則った指導・モニタリングの実施頻度 

［表略］ 

（記載上の注意） 

フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

③ 教育・管理・指導の内容 

［表略］ 

（記載上の注意） 

１．フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

２．保険募集の業務の指導の実施方針等の内容を記載した書面がある場合

には、その書面の添付をもって教育・管理・指導の内容の記載を省略す

ることができる。 

⑿～⒁ ［略］ 

⒂ 委託を受けている保険会社等の数の推移（直近３か年度） 

 

［表略］ 

⒃ ［略］  

⒄ 募集関連行為従事者等を通じた見込客の紹介等の有無 

見込客の紹介

等の有無 
該当 

有の場合 

提供元の事業者名 有償・無償の別 被紹介者数 

有 

    

   

   

   

   

無     

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．見込客の紹介等の提供元の事業者の数が６社以上ある場合には、行を

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

② 規程等にのっとった指導・モニタリングの実施頻度 

［同左］ 

［加える。］ 

 

③ 教育・管理・指導の内容 

［同左］ 

（記載上の注意） 

保険募集の業務の指導の実施方針等を記載した適切な書面がある場合に

は、その書面の添付をもって記載を省略することができる。 

 

 

⑾～⒀ ［同左］ 

⒁ 委託を受けている保険会社数・少額短期保険業者数の推移（直近３ヵ年

度） 

［同左］ 

⒂ ［同左］ 

⒃ 募集関連行為従事者等を通じた見込客の紹介等の有無 

見込客の紹介等

の有無 
該当 

有の場合には、 

被紹介者数 

有   

無   

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 
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追加して記載すること。ただし、記入欄の各項目を記載した書面がある

場合には、その書面の添付をもって表中の「有の場合」における各項目

の記載を省略することができる。 

⒅ 保険募集を除く保険会社等との取引の状況 

ア．保険会社等からの便宜供与に関する社内規則・基準等を整備している

場合には、その内容 

 

 

（記載上の注意） 

保険会社等からの便宜供与に関する社内規則・基準等の内容を記載した

書面がある場合には、その書面の添付をもって保険会社等からの便宜供与

に関する社内規則・基準等の内容の記載を省略することができる。 

イ．保険会社等から受けている主な経営支援を目的とした取引等の状況  

① 保険会社等からの出向（該当する場合のみ記入） 

出向元の保険会社等 出向の内容（出向者の人数や担当業務等）   

（記載上の注意） 

複数の保険会社等から出向者を受け入れている場合には、行を追加して

記載すること。 

② 保険募集に関する事務の代行（該当する場合のみ記入） 

事務を代行している保険

会社等 
代行する事務の内容、費用等 

  

（記載上の注意） 

複数の保険会社等が事務を代行している場合には、行を追加して記載す

ること。 

③ 広告出稿（該当する場合のみ記入） 

広告出稿している保険会 
広告出稿の内容、費用等 

社等 

 

 

 

［加える。］ 
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（記載上の注意） 

複数の保険会社等が広告出稿している場合には、行を追加して記載する

こと。 

④ 研修費用（該当する場合のみ記入） 

研修費用を支出している

保険会社等 
研修の内容、費用等 

  

（記載上の注意） 

複数の保険会社等が研修費用を支出している場合には、行を追加して記

載すること。 

⑤ システム費用（該当する場合のみ記入） 

システム費用を支出して

いる保険会社等 
システムの使用用途、費用等 

  

（記載上の注意） 

複数の保険会社等がシステム費用を支出している場合には、行を追加し

て記載すること。 

⑥ その他保険会社等と行っている経営支援を目的とした取引等 

保険会社等 取引等の内容   

（記載上の注意） 

複数の保険会社等と取引等を行っている場合には、行を追加して記載す

ること。 

ウ．保険会社等との取引等が比較・推奨販売に与える影響の確認・検証方

法 
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（記載上の注意） 

保険会社等との取引等が比較・推奨販売に与える影響の確認・検証方法

に関する社内規則等の内容を記載した書面がある場合には、その書面の添

付をもって保険会社等との取引等が比較・推奨販売に与える影響の確認・

検証方法の記載を省略することができる。 

⒆ 保険会社等から支払われている募集手数料以外の金銭の状況 

 保険会社等の名称 金銭の名目 金額（千円） 

1        
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11        
12         
13         
14         
15       

 

合計       

（記載上の注意） 

１．金額欄は当年度分を記入し、単位未満は切り捨てる。 

２．「金銭の名目」には、募集手数料以外にどのような名目で使用されて

いる金銭であるか分かるように具体的に記載すること。 

３．（18）イ．で記載した費用は除く。 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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４．「保険会社等の名称」及び「金銭の名目」ごとに記載することとし、

その件数が16件以上ある場合には、行を追加して記載すること。 

⒇ 保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムの導入状況 

  システムの名称 運営会社 導入（更新）時期 使用用途 

1     

2     

3     

4     

5     

（記載上の注意） 

１．保険会社等が提供するシステム以外の代理店独自で保険募集、契約管

理又は共同募集に関して使用しているシステムの名称、運営会社、導入

（更新）時期及び使用用途を記載すること。 

２．６以上の保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムを導入して

いる場合には、行を追加して記載すること。 

(21)・(22)  ［略］ 

(23)  苦情処理に関する事項 

ア．苦情の定義 

 

 

 

イ．苦情の把握に関する事項 

 

（記載上の注意） 

苦情の把握から解決までの流れを網羅的に記載すること。 

ウ．苦情の受付件数（直近３か年度）          （単位：件）  

 苦情の内訳 年度 年度 年度 

１．生命保険 

保険募集関係    

保険金支払関係    

解約関係    

     

 

 

⒄ 保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムの導入状況 

  システムの名称 運営会社 使用用途 

1    

2    

3    

4    

5    

（記載上の注意） 

保険会社が提供するシステム以外の代理店独自で保険募集、契約管理又

は共同募集に関して使用しているシステムの名称及び使用用途を記載する

こと。 

 

 

⒅・⒆ ［同左］ 

⒇ 保険募集に係る苦情処理に関する事項 

ア．苦情の把握に関する事項 

報告の流れ 

 

イ．苦情の件数                  （単位：件）  

 年度 年度 年度 

生 命 保 険    

損 害 保 険    

少額短期保険    

 

ウ．苦情の定義 

 

 



 

4
7 

 その他    

 合計    

２．損害保険 

保険募集関係    

保険金支払関係    

解約関係    

その他    

合計    

３．少額短期

保険 

保険募集関係    

保険金支払関係    

解約関係    

その他    

合計    

４．その他     

（記載上の注意） 

１．「苦情の内訳」については、各項目の件数を把握している場合にはそ

の内訳ごとの件数を記載し、不明の場合には「合計」にその件数の合計

数を記載すること。 

２．「４．その他」については、「１．生命保険」から「３．少額短期保

険」までのうち、いずれかに分類される苦情以外の苦情の受付件数につ

いて、集計している場合のみ記載すること。 

(24)  保険募集の業務に係る内部通報制度に関する事項 

ア．内部通報制度の整備状況 

 

 

 

（記載上の注意） 

１．保険募集の業務に関する通報及び相談に応じ、適切に対応するための

責任者の設置、社内規則等の整備状況等を記載すること。 

２．特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に

該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない

場合であっても、保険募集の業務に係る内部通報制度を整備していると

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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きは、記載すること。 

３．保険募集の業務に係る内部通報制度の整備状況に関して記載した書面

がある場合には、その書面の添付をもって内部通報制度の整備状況の記

載を省略することができる。 

イ．内部通報の処理に関する事項 

 

 

（記載上の注意） 

１．保険募集の業務に係る内部通報の把握から処理完了までの流れを網羅

的に記載すること。 

２．特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に

該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない

場合であっても、保険募集の業務に係る内部通報制度を整備していると

きは、記載すること。 

３．保険募集の業務に係る内部通報の処理に関して記載した書面がある場

合には、その書面の添付をもって内部通報の処理に関する事項の記載を

省略することができる。 

ウ．内部通報の件数（直近３か年度）                    （単位：件） 

  年度 年度 年度 

生 命 保 険       

損 害 保 険       

少額短期保険       

（記載上の注意） 

特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に該

当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない場合

であっても、保険募集の業務に係る内部通報制度を整備しているときは、

記載すること。 

(25) 保険募集の業務に係る内部監査体制に関する事項 

 

 

（記載上の注意） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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１．保険募集の業務について内部監査を定期的に行うための責任者の設

置、社内規則等の整備状況等を記載すること。 

２．特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に

該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない

場合であっても、保険募集の業務に係る内部監査体制を整備していると

きは、記載すること。 

３．保険募集の業務に係る内部監査体制の整備状況を記載した書面がある

場合には、その書面の添付をもって保険募集の業務に係る内部監査体制

の整備状況の記載を省略することができる。 

(2６)  保険会社等による代理店監査の実施状況 

保険会社等の名称 監査実施時期 

    

    

    

（記載上の注意） 

１．当年度における実施状況を記載すること。 

２．保険会社等による代理店監査を４社以上実施している場合には、行を

追加して記載すること。 

(27)  「法令等遵守責任者」及び「統括責任者」の設置状況 

ア．法令等遵守責任者の設置状況 

支店又は従たる事務

所の名称 
法令等遵守責任者の氏名 他の業務の兼務状況 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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（記載上の注意） 

１．法令等遵守責任者とは、第215条の４第１項第１号又は法第294条の４

第１号に規定する法令等遵守責任者をいう。 

２．「法令等遵守責任者の氏名」について、氏を改めた者においては、旧

氏及び名を括弧書で併せて記載することができる。 

３．特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に

該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない

場合であっても、法令等遵守責任者を設置しているときは、記載するこ

と。 

４．法令等遵守責任者を設置している支店又は従たる事務所が11か所以上

ある場合には、行を追加して記載すること。ただし、法令等遵守責任者

の設置状況を記載した書面がある場合には、その書面の添付をもって法

令等遵守責任者の設置状況の記載を省略することができる。 

５．「他の業務の兼務状況」は他の業務を兼務している場合のみ、兼務し

ている業務（営業推進業務、管理業務等）を記載すること。 

イ．統括責任者の設置状況 

主たる営業所又は事務

所の名称 

 

統括責任者の役職 統括責任者の氏名 

   

（記載上の注意） 

１．統括責任者とは、第215条の４第１項第２号又は第227条の18に規定す

る統括責任者をいう。 

２．「統括責任者の氏名」について、氏を改めた者においては、旧氏及び

名を括弧書で併せて記載することができる。 

３．特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に

該当する場合には、必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない

場合であっても、統括責任者を設置しているときは、記載すること。 

(28)  コンプライアンスに関する研修の実施状況  

ア．コンプライアンスに関する教育を担当する部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(21) コンプライアンスに関する教育体制  

コンプライアンスに関する教育を担当する

部門及びコンプライアンスに関する教育責 
該当 
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イ．コンプライアンスに関する研修について 

当年度のコンプライアン

スに関する研修の有無 
該当 研修名 研修講師 

有 

   

  

  

無    

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．「コンプライアンスに関する研修」とは、コンプライアンスのみを扱

う研修をいう。 

３．「研修講師」欄には、外部講師の場合には当該外部講師が所属する組

織（保険会社等を含む。）の社名等を記載し、内部講師の場合には当該

内部講師の役職名を記載すること。 

４．「コンプライアンスに関する研修」を年４回以上実施している場合に

は、行を追加して記載すること。 

(29) 保険募集指針の策定状況 

保険募集指針の策定の有無 該当 有の場合には、公表の方法 

有   

無   

（記載上の注意） 

１．「保険募集指針」とは、第215条の４第１項第４号又は第227条の21第

１項第１号に規定する指針をいう。 

２．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

３．特定大規模乗合生命保険募集人又は特定大規模乗合損害保険代理店に

該当する場合には必ず記載すること。ただし、どちらにも該当しない場

合であっても、保険募集指針を策定しているときは、記載すること。 

２．取扱保険契約等の状況 

任者の設置の有無  

有  

無  

 

直近１年内のコンプライアンスに関する研

修の有無 
該当 

有  

無  

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取扱保険契約等の状況 
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⑴ ［略］ 
⑵ 取扱保険契約（直近３か年度） 

ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 

［略］ 

（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース、保険会社

等からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

２．［略］ 

イ．保険契約の内訳等 

① 法第300条の２に規定する特定保険契約の販売の有無（直近３か年

度） 

［略］ 

② 保険契約の内訳             （単位：件、百万円） 

 区    分 年度 年度 年度 

生 命 保 険 
新契約件数       

手数料総額       

損 害 保 険 
契約件数       

手数料総額       

少額短期保険 
契約件数       

手数料総額       

（記載上の注意） 

１．「手数料総額」については、新契約と継続契約の総額を記載するこ

と。 

２．第三分野における保険期間が１年超の契約については、損害保険会社

又は少額短期保険業者が元受であっても、「生命保険」に数値を記載す

ること。 

３．「損害保険」には、自賠責保険及び海上保険（船舶・貨物）を除いた

数値を記載すること。 

⑴ ［同左］ 
⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度） 

ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 

［同左］ 

（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース、保険会社

からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

 ２．［同左］ 

イ．生命保険契約の内訳等 

① 法第300条の２に規定する特定保険契約の販売の有無（直近３ヵ年

度） 

［同左］ 

② 生命保険契約の内訳 

区   分 保 険 種 類 

生 命 保 険 

備  考 年度 年度 年度 

合計 合計 合計 

 

 

（死亡保険）      

新契約件数 

 (件） 

（生死混合保険）      

（生存保険）      

（第三分野）      

（年金）      

（その他）      

合計      

（記載上の注意） 

１．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。 

２．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

場合には、「その他」欄に記載すること。また、その場合には、「備

考」欄に概要を簡潔に記載すること。 

３．「第三分野」欄には、損害保険の第三分野における保険期間が１年超

の契約についても合算して記載すること。 
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４．単位未満は切り捨てる。 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 取扱保険商品の販売状況（前年度・当年度） 

４．行数が足りない場合には、適宜追加すること。 

ウ．損害保険契約の内訳 

区    分 保 険 種 類 

損 害 保 険 

備  考 年度 年度 年度 

合計 合計 合計 

 契 約 件 数 

 (件） 

（自動車保険）       

（火災保険）        

（傷害保険）       

（(その他)新種）      

合計      

（記載上の注意） 

１．第三分野における保険期間が１年超の契約については、損害保険会社

が元受であっても、イ．②の「第三分野」欄に数値を記載すること。 

２．「（その他）新種」欄には、自賠責保険及び海上保険（船舶・貨物）

を除いた数値を記載すること。 

３．行数が足りない場合には、適宜追加すること。 

エ．少額短期保険契約の内訳  

区     分 保 険 種 類 
少 額 短 期 保 険 

備  考 
年度 年度 年度 

  合計 合計 合計  

 契 約 件 数 

 (件） 

（生命保険）       

（損害保険）        

（第三分野）       

（その他）      

合計      

（記載上の注意） 

１．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。  

２．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

場合には、「その他」欄に記載すること。また、その場合には、「備

考」欄に概要を簡潔に記載すること。 

⑶ 取扱保険商品の販売状況（前年度・当年度） 
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ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 

［表略］ 

（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース又は保険会

社等からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

２．［略］ 

イ．生命保険 

［①～⑥ 略］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 略］ 

３．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。 

 

４．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

場合には、「⑥（その他）」に記載すること。また、その場合には、

「（備考）」欄に概要を簡潔に記載すること。 

５．「④（第三分野）」には、損害保険の第三分野における保険期間が１

年超の契約についても合算して記載すること。 

ウ．損害保険 

［①～④ 略］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 略］ 

４．第三分野における保険期間が１年超の契約については、損害保険会社

が元受であっても、イ．「④（第三分野）」に数値を記載すること。 

５．「④（（その他）新種）」には、自賠責保険及び海上保険（船舶・貨

物）を除いた数値を記載すること。 

エ．少額短期保険 

［①～④ 略］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 略］ 

４．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。 

ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 

［同左］ 

（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース又は保険会

社からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

２．［同左］ 

イ．生命保険 

［①～⑥ 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 同左］ 

３．「⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度）」における保険種類の

内容又は算出の方法等に準じること。 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

ウ．損害保険 

［①～④ 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 同左］ 

４．「⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度）」における保険種類の

内容又は算出の方法等に準じること。 

［加える。］ 

 

エ．少額短期保険 

［①～④ 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 同左］ 

４．「⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度）」における保険種類の
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５．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

場合には、「④（その他）」に記載すること。また、その場合には、

「（備考）」欄に概要を簡潔に記載すること。  

 

 

（記載上の注意） 

［略］ 

  

内容又は算出の方法等に準じること。 

［加える。］ 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

［同左］ 

  
別紙様式第25号の３（第238条第１項関係）（個人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿 

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

氏  名           

１．事業概要 

⑴ 保険代理店登録年月日 

［略］ 

（記載上の注意） 

 １．法第 276 条の規定による登録を受けた日を記載すること。 

２．該当しないものについては、空欄とすること。 

⑵ 代理申請会社（業者）名 

 ［略］ 

 （記載上の注意） 

   該当しないものについては、空欄とすること。 

⑶ 専業・兼業業務の状況 

ア．専業・兼業の別 

別紙様式第25号の３（第238条第１項関係）（個人の場合） 

（日本産業規格Ａ４） 

事 業 報 告 書（   年度） 

（  年  月  日から  年  月  日まで） 

年  月  日提出  

財務（支）局長 殿 

郵便番号     （  －  ）         

住  所                   

電話番号（     ）   － 

氏  名             

１．事業概要 

⑴ 保険代理店登録年月日 

［同左］ 

［加える。］ 

 

 

⑵ 代理申請会社（業者）名 

［同左］ 

［加える。］ 

 

⑶ 専業・兼業の状況 

［加える。］ 
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専業・兼業の別 該当 
専業  
兼業  

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．日本標準産業分類の中分類における、保険業の業種のみに該当する場

合には、「専業」とすること。 

イ．兼業特定保険募集人の該当の有無 

兼業特定保険

募集人の該当

の有無 

該当 

有の場合には、兼業業務を適切に監視するた

めの体制の整備状況 

有     

無     

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．「兼業特定保険募集人」に該当する場合には、「兼業業務を適切に監

視するための体制の整備状況」を必ず記載すること。ただし、兼業業務

の監視に関する社内規則等又は「兼業業務を適切に監視するための体制

の整備状況」を記載した書面がある場合には、その書面の添付をもって

「兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況」の記載を省略する

ことができる。 

ウ．兼業特定保険募集人に係る兼業業務以外の兼業業務を行う場合 

兼業する業種名 兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況 

     

（記載上の注意） 

１．ア．において「兼業」に該当する場合には、記載すること。ただし、

イ．に記載するものは除く。 

２．「兼業する業種名」は、日本標準産業分類の中分類に基づき記載する

こと。 

専業・兼業の別 該当 兼業の場合には、主たる業種名 
専業   
兼業   

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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３．兼業する業種が複数ある場合には、行を追加してそのうち主な兼業す

る業種名について３業種まで記載すること。 

４．「兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況」については、体

制整備を行っている場合のみ記載すること。 

５．兼業業務の監視に関する社内規則等又は「兼業業務を適切に監視する

ための体制の整備状況」を記載した書面がある場合には、その書面の添

付をもって「兼業業務を適切に監視するための体制の整備状況」の記載

を省略することができる。 

⑷ 使用人の状況 

［略］ 

（記載上の注意） 

 １．当年度末の状況を記載すること。 

２．該当する者がいないものについては、空欄とすること。 

３．「使用人」欄は、生命保険、損害保険又は少額短期保険のうち一つ以

上の保険募集人として登録又は届出をしている人数を記載すること。 

⑸ 保険募集に係る募集人の給与・報酬の形態 

 

 

 

  

 

（記載上の注意） 

販売する商品等によって給与・報酬の形態が異なる場合、又は固定給及

び歩合制のいずれも採用している等複数の給与・報酬の形態を採用してい

る場合には、その割合を含めて詳細に記載すること。 

⑹ 保険募集におけるフランチャイズ制の実施状況等 

ア．フランチャイズ制 

① フランチャイズ制の有無 

フランチャイズ制

の有無 
該当 

有   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 使用人の状況 

［同左］ 

（記載上の注意） 

「使用人」欄は、生命保険、損害保険又は少額短期保険のうち一つ以上

の保険募集人として登録又は届出をしている人数を記載すること。 

 

 

⑸ 保険募集に係る募集人の給与・報酬の形態 

給与・報酬の形態 該当 

１ 固定給  

２ 歩合制  

３ 固定給＋歩合制  

４ その他  

（記載上の注意） 

  「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

 

⑹ 保険募集人指導事業の実施状況等  

ア．保険募集人指導事業の実施状況 

［加える。］ 

保険募集人指導

事業の有無 
該当 有の場合には、事業概要 

有   
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無   

（記載上の注意） 

［略］ 

② フランチャイズ事業の概要 

 

 

（記載上の注意） 

フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

③ フランチャイジー 

 
フランチャイ

ジーの名称 
加盟店の名称 所在地 

募集手数料（基本・継

続・品質含む） 

（百万円） 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

（記載上の注意） 

１．フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

２．「募集手数料」については、把握している場合のみ記載すること。 

３．フランチャイズ事業として、保険募集業務を行っているフランチャイ

ジーのみ記載すること。 

４．当年度末における全てのフランチャイジー・加盟店の状況を記載する

こと。フランチャイジー・加盟店の数が11以上ある場合には、行を追加

して記載すること。ただし、記入欄の各項目を記載した書面がある場合

には、その書面の添付をもって各項目の記載を省略することができる。 

無   

（記載上の注意） 

［同左］ 

［加える。］ 

 

 

 

 

［加える。］ 
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５．金額欄は当年度分を記入し、単位未満は切り捨てる。 

④ フランチャイザー 

フランチャイザーの名称 所在地 

    

（記載上の注意） 

フランチャイジーに該当する場合のみ記載すること。 

［削る。］ 

 

 

 

 

イ．フランチャイズ制の特性を踏まえた募集人等に対する教育・管理・指

導の状況 

① 教育・管理・指導に関する規程等の策定の有無 

［表略］ 

（記載上の注意） 

１．フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

２．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

② 規程等に則った指導・モニタリングの実施頻度 

［表略］ 

（記載上の注意） 

フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

③ 教育・管理・指導の内容 

［表略］ 

（記載上の注意） 

１．フランチャイザーに該当する場合のみ記載すること。 

２．保険募集の業務の指導の実施方針等の内容を記載した書面がある場合

には、その書面の添付をもって教育・管理・指導の内容の記載を省略す

ることができる。 

［⑺～⑼ 略］ 

⑽ 委託を受けている保険会社等の数の推移（直近３か年度） 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

イ．加盟店数の推移の状況（直近３ヵ年度） （単位：店） 

年度 年度 年度 

   

（記載上の注意） 

加盟店数は、全ての加盟店の数を記載すること。 

ウ．フランチャイズ制の特性を踏まえた募集人等に対する教育・管理・指

導の状況 

① 教育・管理・指導に関する規程等の策定の有無 

［同左］ 

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

② 規程等にのっとった指導・モニタリングの実施頻度 

［同左］ 

［加える。］ 

 

③ 教育・管理・指導の内容 

［同左］ 

（記載上の注意） 

   保険募集の業務の指導の実施方針等を記載した適切な書面がある場合に

は、その書面の添付をもって記載を省略することができる。 

 

 

［⑺～⑼ 同左］ 

⑽ 委託を受けている保険会社数・少額短期保険業者数の推移（直近３ヵ年
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［表略］ 

⑾ ［略］ 

⑿ 募集関連行為従事者等を通じた見込客の紹介等の有無 

見込客の紹介

等の有無 
該当 

有の場合 

提供元の事業者名 有償・無償の別 被紹介者数 

有 

    

   

   

   

   

無     

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．見込客の紹介等の提供元の事業者の数が６社以上ある場合には、行を

追加して記載すること。ただし、記入欄の各項目を記載した書面がある

場合には、その書面の添付をもって表中の「有の場合」における各項目

の記載を省略することができる。 

⒀ 保険募集を除く保険会社等との取引の状況 

ア．保険会社等からの便宜供与に関する社内規則・基準等を整備している

場合には、その内容 

 

 

（記載上の注意） 

保険会社等からの便宜供与に関する社内規則・基準等の内容を記載した

書面がある場合には、その書面の添付をもって保険会社等からの便宜供与

に関する社内規則・基準等の内容の記載を省略することができる。 

イ．保険会社等から受けている主な経営支援を目的とした取引等の状況 

① 保険会社等からの出向（該当する場合のみ記入） 

出向元保険会社等 出向の内容（出向者の人数や担当業務等） 

度） 

［同左］ 

⑾ ［同左］ 

⑿ 募集関連行為従事者等を通じた見込客の紹介等の有無 

見込客の紹介等

の有無 
該当 

有の場合には、 

被紹介者数 

有   

無   

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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（記載上の注意） 

複数の保険会社等から出向者を受け入れている場合には、行を追加して

記載すること。 

② 保険募集に関する事務の代行（該当する場合のみ記入） 

事務を代行している

保険会社等 
代行する事務の内容、費用等 

  

 

（記載上の注意） 

複数の保険会社等が事務を代行している場合には、行を追加して記載す

ること。 

③ 広告出稿（該当する場合のみ記入） 

広告出稿している保

険会社等 
広告出稿の内容、費用等 

  

 

（記載上の注意） 

複数の保険会社等が広告出稿している場合には、行を追加して記載する

こと。 

④ 研修費用（該当する場合のみ記入） 

研修費用を支出して

いる保険会社等 
研修の内容、費用等 

  

 

（記載上の注意） 

複数の保険会社等が研修費用を支出している場合には、行を追加して記

載すること。 

⑤ システム費用（該当する場合のみ記入） 
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システム費用を支出

している保険会社等 
システムの使用用途、費用等 

  

 

（記載上の注意） 

複数の保険会社等がシステム費用を支出している場合には、行を追加し

て記載すること。 

⑥ その他保険会社等と行っている経営支援を目的とした取引等 

保険会社等 取引等の内容 

  

 

（記載上の注意） 

複数の保険会社等と取引等を行っている場合には、行を追加して記載す

ること。 

ウ．保険会社等との取引等が比較・推奨販売に与える影響の確認・検証方

法 

 

 

 

（記載上の注意） 

保険会社等との取引等が比較・推奨販売に与える影響の確認・検証方法

に関する社内規則等の内容を記載した書面がある場合には、その書面の添

付をもって保険会社等との取引等が比較・推奨販売に与える影響の確認・

検証方法の記載を省略することができる。 

⒁ 保険会社等から支払われている募集手数料以外の金銭の状況 

 保険会社等の名称 金銭の名目 金額（千円） 

1        
2         
3         
4         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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    5         
6         
7         
8         
9         
10         
11        
12         
13         
14         
15       

 

合計 
 

  

（記載上の注意） 

１．金額欄は当年度分を記入し、単位未満は切り捨てる。 

２．「金銭の名目」には、募集手数料以外にどのような名目で使用されて

いる金銭であるか分かるように具体的に記載すること。 

３．（13）イ．で記載した費用は除く。 

４．「保険会社等の名称」及び「金銭の名目」ごとに記載することとし、

その件数が16件以上ある場合には、行を追加して記載すること。 

⒂ 保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムの導入状況 

  システムの名称 運営会社 導入（更新）時期 使用用途 

1     

2     

3     

4     

5     

（記載上の注意） 

１．保険会社等が提供するシステム以外の代理店独自で保険募集、契約管

理又は共同募集に関して使用しているシステムの名称、運営会社、導入

（更新）時期及び使用用途を記載すること。 

２．６以上の保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムを導入して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒀ 保険募集・契約管理・共同募集に関するシステムの導入状況 

  システムの名称 運営会社 使用用途 

1    

2    

3    

4    

5    

（記載上の注意） 

保険会社が提供するシステム以外の代理店独自で保険募集、契約管理又

は共同募集に関して使用しているシステムの名称及び使用用途を記載する

こと。 
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いる場合には、行を追加して記載すること。 

⒃・⒄ ［略］ 

⒅ 苦情処理に関する事項 

ア．苦情の定義 

 

 

 

イ．苦情の把握に関する事項 

 

 

（記載上の注意） 

苦情の把握から解決までの流れを網羅的に記載すること。 

ウ．苦情の受付件数（直近３か年度）        （単位：件） 

 苦情の内訳 年度 年度 年度 

１．生命保険 

保険募集関係    

保険金支払関係    

解約関係    

その他    

合 計    

２．損害保険 

保険募集関係    

保険金支払関係    

解約関係    

その他    

合 計    

３．少額短期

保険 

保険募集関係    

保険金支払関係    

解約関係    

その他    

合 計    

４．その他     

（記載上の注意） 

 

⒁・⒂ ［同左］ 

⒃ 保険募集に係る苦情処理に関する事項 

ア．苦情の把握に関する事項 

報告の流れ 

 

                                        
 

イ．苦情の件数                   （単位：件）  

 年度 年度 年度 

生命保険    

損害保険    

少額短期保険    

ウ．苦情の定義 
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１．「苦情の内訳」については、各項目の件数を把握している場合にはそ

の内訳ごとの件数を記載し、不明の場合には「合計」にその件数の合計

数を記載すること。 

２．「４．その他」については、「１．生命保険」から「３．少額短期保

険」までのうち、いずれかに分類される苦情以外の苦情の受付件数につ

いて、集計している場合のみ記載すること。 

⒆ 保険募集の業務に係る内部通報制度に関する事項 

ア．内部通報制度の整備状況 

 

 

 

（記載上の注意） 

１．保険募集の業務に関する通報及び相談に応じ、適切に対応するための

責任者の設置、社内規則等の整備状況等を記載すること。 

２．保険募集の業務に係る内部通報制度を整備している場合には、記載す

ること。 

３．保険募集の業務に係る内部通報制度の整備状況に関して記載した書面

がある場合には、その書面の添付をもって内部通報制度の整備状況の記

載を省略することができる。 

イ．内部通報の処理に関する事項 

 

 

（記載上の注意） 

１．保険募集の業務に係る内部通報の把握から処理完了までの流れを網羅

的に記載すること。 

２．保険募集の業務に係る内部通報制度を整備している場合には、記載す

ること。 

３．保険募集の業務に係る内部通報の処理に関して記載した書面がある場

合には、その書面の添付をもって内部通報の処理に関する事項の記載を

省略することができる。 

ウ．内部通報の件数（直近３か年度）                  （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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  年度 年度 年度 

生 命 保 険       

損 害 保 険       

少額短期保険       

（記載上の注意） 

保険募集の業務に係る内部通報制度を整備している場合には、記載する

こと。 

⒇ 保険募集の業務に係る内部監査体制に関する事項 

 

 

（記載上の注意） 

１．保険募集の業務について内部監査を定期的に行うための責任者の設

置、社内規則等の整備状況等を記載すること。 

２．保険募集の業務に係る内部監査体制を整備している場合には、記載す

ること。 

３．保険募集の業務に係る内部監査体制の整備状況を記載した書面がある

場合には、その書面の添付をもって保険募集の業務に係る内部監査体制

の整備状況の記載を省略することができる。 

(21) 保険会社等による代理店監査の実施状況 

保険会社等の名称 監査実施時期 

    

    

    

（記載上の注意） 

１．当年度における実施状況を記載すること。 

２．保険会社等による代理店監査を４社以上実施している場合には、行を

追加して記載すること。 

(2２)  コンプライアンスに関する研修の実施状況  

ア．コンプライアンスに関する教育を担当する部門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒄ コンプライアンスに関する教育体制  

コンプライアンスに関する教育を担当する部門及びコンプラ

イアンスに関する教育責任者の設置の有無 
該当 

有  
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イ．コンプライアンスに関する研修について 

当年度のコンプライアン

スに関する研修の有無 
該当 研修名 研修講師 

有 

   

   

   

無    

（記載上の注意） 

１．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

２．「コンプライアンスに関する研修」とは、コンプライアンスのみを扱

う研修をいう。 

３．「研修講師」欄には、外部講師の場合には当該外部講師が所属する組

織（保険会社等を含む。）の社名等を記載し、内部講師の場合には当該

内部講師の役職名を記載すること。 

４．「コンプライアンスに関する研修」を年４回以上実施している場合に

は、行を追加して記載すること。 

(23)  保険募集指針の策定状況 

保険募集指針の策定の有無 該当 有の場合には、公表の方法 

有   

無   

（記載上の注意） 

１．「保険募集指針」とは、第215条の４第１項第４号又は第227条の21第

１項第１号に規定する指針をいう。 

２．「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

３．保険募集指針を策定しているときは、記載すること。 

２．取扱保険契約等の状況 

⑴ ［略］ 
⑵ 取扱保険契約（直近３か年度） 

ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 

無  

  

直近１年内のコンプライアンスに関する研修の有無 該当 

有  

無  

（記載上の注意） 

「該当」欄は、該当する箇所に○を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．取扱保険契約等の状況 

⑴ ［同左］ 
⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度） 

ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 
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［略］ 

（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース、保険会社

等からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

２．［略］ 

イ．保険契約の内訳等 

① 法第300条の２に規定する特定保険契約の販売の有無（直近３か年

度）  

［略］ 

② 保険契約の内訳           （単位：件、百万円） 

  区    分 年度 年度 年度 

生 命 保 険 
新契約件数       

手数料総額       

損 害 保 険 
契約件数       

手数料総額       

少額短期保険 
契約件数       

手数料総額       

 

（記載上の注意） 

１．「手数料総額」については、新契約と継続契約の総額を記載するこ

と。 

２．第三分野における保険期間が１年超の契約については、損害保険会社

又は少額短期保険業者が元受であっても、「生命保険」に数値を記載す

ること。 

３．「損害保険」には、自賠責保険及び海上保険（船舶・貨物）を除いた

数値を記載すること。 

４．単位未満は切り捨てる。 

［削る。］ 

［同左］ 

（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース、保険会社

からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

２．［同左］ 

イ．生命保険契約の内訳等 

① 法第300条の２に規定する特定保険契約の販売の有無（直近３ヵ年

度） 

［同左］ 

② 生命保険契約の内訳 

区   分 保 険 種 類 

生 命 保 険 

備  考 年度 年度 年度 

合計 合計 合計 

新契約件数 

 (件） 

（死亡保険）      

（生死混合保険）      

（生存保険）      

（第三分野）      

（年金）      

（その他）      

合計      

（記載上の注意） 

１．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。 

２．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

場合には、「その他」欄に記載すること。また、その場合には、「備

考」欄に概要を簡潔に記載すること。 

３．「第三分野」欄には、損害保険の第三分野における保険期間が１年超

の契約についても合算して記載すること。 

４．行数が足りない場合には、適宜追加すること。 

 

ウ．損害保険契約の内訳 
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［削る。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 取扱保険商品の販売状況（前年度・当年度） 

ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 

［表略］ 

区    分 保 険 種 類 

損 害 保 険 

備  考 年度 年度 年度 

合計 合計 合計 

 契 約 件 数 

 (件） 

（自動車保険）       

（火災保険）        

（傷害保険）       

（(その他)新種）      

合計      

（記載上の注意） 

１．第三分野における保険期間が１年超の契約については、損害保険会社

が元受であっても、イ．②の「第三分野」欄に数値を記載すること。 

２．「（その他）新種」欄には、自賠責保険及び海上保険（船舶・貨物）

を除いた数値を記載すること。 

３．行数が足りない場合には、適宜追加すること。 

エ．少額短期保険契約の内訳  

区     分 保 険 種 類 

少 額 短 期 保 険 

備  考 年度 年度 年度 

合計 合計 合計 

 契 約 件 数 

 (件） 

（生命保険）       

（損害保険）        

（第三分野）       

（その他）      

合計      

（記載上の注意） 

１．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。  

２．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

場合には、「その他」欄に記載すること。また、その場合には、「備

考」欄に概要を簡潔に記載すること。  

⑶ 取扱保険商品の販売状況（前年度・当年度） 

ア．取扱保険契約の種類、件数等の具体的な内容又は算出の方法 

［同左］ 
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（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース又は保険会

社等からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

２．［略］ 

イ．生命保険 

［①～⑥ 略］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 略］ 

３．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。 

 

４．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

場合には、「⑥（その他）」に記載すること。また、その場合には、

「（備考）」欄に概要を簡潔に記載すること。 

５．「④（第三分野）」には、損害保険の第三分野における保険期間が１

年超の契約についても合算して記載すること。 

ウ．損害保険 

［①～④ 略］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 略］ 

４．第三分野における保険期間が１年超の契約については、損害保険会社

が元受であっても、イ．「④（第三分野）」に数値を記載すること。 

５．「④（（その他）新種）」には、自賠責保険及び海上保険（船舶・貨

物）を除いた数値を記載すること。 

エ．少額短期保険 

［①～④ 略］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 略］ 

４．特約については、主契約の保険種類にまとめて記載すること。  

 

５．複数の保障が混合された商品等について、保険種類への分類が困難な

（記載上の注意） 

１．保険種類の区分、件数の計上のタイミング、件数のカウント及び募集

手数料の具体的な方法又は内容を、代理店独自の管理ベース又は保険会

社からの提供ベースのいずれかで記載すること。 

２．［略］ 

イ．生命保険 

［①～⑥ 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．・２． 同左］ 

３．「⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度）」における保険種類の

内容又は算出の方法等に準じること。 

［加える。］ 

 

 

［加える。］ 

 

ウ．損害保険 

［①～④ 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 同左］ 

４．「⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度）」における保険種類の

内容又は算出の方法等に準じること。 

［加える。］ 

 

エ．少額短期保険 

［①～④ 同左］ 

（記載上の注意） 

［１．～３． 同左］ 

４．「⑵ 取扱保険契約の内訳等（直近３ヵ年度）」における保険種類の

内容又は算出の方法等に準じること。 

［加える。］ 
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場合には、「④（その他）」に記載すること。また、その場合には、

「（備考）」欄に概要を簡潔に記載すること。  

 

 

（記載上の注意） 

［略］ 

 

 

 

 

（記載上の注意） 

［同左］  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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